
様式第１号（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

令和７年度家畜用飼料価格高騰対策緊急支援金交付申請書兼請求書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
静岡県知事　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

令和７年度家畜用飼料価格高騰対策緊急支援金の交付を下記のとおり受けたいので、同交付要綱第７の規定により申請します。
記

１．交付申請額　　　　　　　　　円（支援対象数量　　　　　　　　トン）
【誓約事項】

私（当社、当団体）は、「令和７年度家畜用飼料価格高騰対策緊急支援金（以下「支援金」という。）」の申請に当たり、以下のことを誓約します（誓約する場合にチェックを入れること）。
□　私（当社、当団体）は、令和８年度以降も（少なくとも令和９年３月まで）畜
産経営を継続します。

　　また、令和８年度途中に廃業した場合には、受領した支援金を返還します。
□　私（当社、当団体）は、令和８年度に配合飼料価格安定基金に加入し、令和８年
度の配合飼料価格安定基金の契約等の情報を本事業に使用することを承諾します
□　支援金の交付対象となった場合には、振込先の金融機関の口座は配合飼料価格差補填金の振込先と同一とすることに同意します。
□　私（当社、当団体）は、「飼養衛生管理改善計画」に継続して取り組みます。
□　本支援金の交付に係る提出書類、帳簿及び証拠書類等を紙又は電磁記録により支援金の交付を受けた年度終了後５年間保管します。
□　私（当社、当団体）は、暴力団排除条例（平成23年静岡県条例第25号）に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に現在及び将来において該当しません。
(注）法人その他の団体にあっては、以下の項目についても記載すること。

責任者　職・氏名

作成者　職・氏名
連絡先

様式第２号（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

令和７年度家畜用飼料価格高騰対策緊急支援金交付申請書兼請求書（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

静岡県知事　様

所在地

名　称

代表者

令和７年度家畜用飼料価格高騰対策緊急支援金の交付を受けたいので、申請及び請求します。

１　交付申請額　　　　　　　　　円（支援対象数量　　　　　　　　トン）

２　振込先口座　金融機関名

支店名

口座種別

口座番号

口座名義人（カナ）

【誓約事項】

私（当社、当団体）は、「令和７年度家畜用飼料価格高騰対策緊急支援金（以下「支援金」という。）」の申請に当たり、以下のことを誓約します（誓約する場合にチェックを入れること）。

□　私（当社、当団体）は、令和８年度以降も（少なくとも令和９年３月まで）畜産経営を継続します。また、令和８年度途中に廃業した場合には、受領した支援金を返還します。
□　私（当社、当団体）は、「飼養衛生管理改善計画」に（継続して）取り組みます。
□　本支援金の交付に係る提出書類、帳簿及び証拠書類等を紙又は電磁記録により支援金の交付を受けた年度終了後５年間保管します。
□　私（当社、当団体）は、暴力団排除条例（平成23年静岡県条例第25号）に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に現在及び将来において該当しません。

～以下は配合飼料購入支援金（個別支援型）申請者のみ～
□　私（当社、当団体）は、令和８年度又は９年度に配合飼料価格安定基金に加入し、当該年度の配合飼料価格安定基金の契約等の情報を本事業に使用することを承諾します。

（注）１　（　　）内に支援金の区分を記入すること。

２　法人その他の団体にあっては、以下の項目についても記載すること。

　　　責任者　職・氏名

　　　作成者　職・氏名
連絡先

様式第３号（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

令和７年度家畜用飼料価格高騰対策緊急支援金交付決定通知兼確定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　様

静岡県知事　氏　　　名

年　月　日付けで申請があった令和７年度家畜用飼料価格高騰対策緊急支援金の交付については、次のとおり決定及び確定したので通知します。

交付決定（確定）額　　　　　　　　　　　　円
算出根拠

	畜種
	支援対象数量（トン）
	支援単価（円）
	支援金額（円）※

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	計
	


※ 10円未満切り捨て

